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認知症介護研修（法定研修）における留意事項 

 

１ 認知症介護実践研修（法定研修） 

 ・ここで示す認知症介護研修とは、兵庫県の委託を受けて社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 西

播磨総合リハビリテーションセンター 研修交流センター（以下「研修交流センター」）が実施す

る「認知症介護実践研修（実践者研修）」とします。 

  ※ 研修交流センターとして、認知症介護基礎研修、認知症介護実践研修（実践リーダー研修）、

認知症介護指導者養成研修は、実施しませんのでご留意願います。 

 ・開催方法は、原則として集合研修とします。 

 

２ 受講申込 

 ・受付期間内に研修交流センターのホームページから『受講申込書』をダウンロードして、必要事

項を明記のうえ、必要に応じて添付書類を添えて、メール又は郵送にてご提出願います。 

 ・法人代表者・申込責任者及び申込者は、必ず『本留意事項』及び『実施要項』を確認し、了承か

つ合意のうえ、お申し込み願います。 

 ・指定する様式以外での申込は受理できません。必ず指定する様式をご利用ください。 

・「内容の記載漏れ」「提出書類の不揃い」等は、選考の優先順位を下げる又は受講不可とする等の

不利益を受けることがあります。提出の際は十分にご確認願います。 

 ・申込が完了した際、受講申込書に記載のメールアドレスに受付完了メールを送信しますので保管

願います。郵送で申し込まれた方は、必ず簡易書留郵便の受領書等を保管願います。 

・普通郵便等の利用により不達等の事故が発生した場合、当方は責任を負いかねます。申込の受付

ができない場合があります。 

 ・研修交流センターから記載事項について確認する場合があります。必ず申込提出書類の控えを保

管願います。 

・提出した書類については、返却できませんので、あらかじめご了承願います。 

 

３ 受講決定 

 ・受講可否については、研修交流センターから郵送される通知でご確認願います。電話等でのお問

合わせにはお答えできません。 

・申込者が定員を上回る場合は厳正な選考の上、受講決定を行います。また、受講選考の詳細内容

は、いかなる場合もお伝えできません。 

・申込者が定員を下回る場合、申込期間を延長する場合があります。 

 ・研修交流センターへの申込締切り後 2週間を過ぎても通知が届かない場合はご連絡ください。 

・受講決定後は同一法人や同一事業所内であっても受講者の変更はできません。 

 

４ 受講料の支払い（受講決定者のみ） 

 ・受講決定者には、受講可否通知発送時に『受講料振込方法』の案内を行います。 

 ・受講決定通知書と併せて請求書を送付しますので、請求書に記載されている指定口座へお振り込

み願います。 

  詳細については、請求書をご確認願います。 
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5 受講辞退（キャンセル） 

 ・都合によりやむを得ず辞退される場合、速やかに研修交流センターまでご連絡願います。『受講辞

退届』を受理することで、正式に辞退の手続きが完了します。 

 ・受講料を既に振り込んでいる場合、「受講決定通知」に記載している期限内の辞退（キャンセル）

であれば払戻しします。（返金は受講料から払戻しに必要な振込手数料を差引いた額となります） 

 ・「受講決定通知」に記載している払込期限後又は研修中に辞退された場合、受講料の返金はできま

せん。 

  ※ 受講決定後の辞退等が無いように『実施要項』『研修プログラム』等十分に確認した上で申し

込み願います。 

 

６ 研修日程・時間 

 ・研修日程・時間は研修毎に異なります。必ず各研修プログラムをご確認願います。 

 ・各日程の受付時に出席確認のため押印が必要です。毎回、同じ印鑑をご持参願います。 

 ・進行の状況等により、終了時刻がプログラム上の時間と比べ前後する場合があります。 

 ・研修最終日には修了式を開催します。 

 

７ 研修会場 

  西播磨総合リハビリテーションセンター 研修交流センター1階交流ホール（職場実習を除く） 

住所：たつの市新宮町光都 1-7-1 

 ※ 自家用車でお越しの場合は、当センター第２駐車場に駐車願います。指定場所以外の駐車は、

ご遠慮願います。 

 

８ 研修時の遅刻及び欠席 

 ・修了証の発行には、厚生労働省が定めた時間数の講義・演習を受講することが必要となります。 

 ・遅刻・欠席・早退の場合、修了証の発行はできません。時間に余裕をもってお越し願います。 

 ・公共交通機関の遅れ等、やむを得ない遅刻や欠席の場合は、研修開始時間までに、必ず電話にて

研修交流センター（0791-58-1050）へご連絡願います。 

 ・講義中の無断離席は、いかなる理由があっても、早退と同様の扱いとします。 

 ・研修中の休憩時間については、研修当日にアナウンスしますので厳守願います。守れない場合、

無断離席とすることがあります。 

 ・遅刻、欠席、早退については、いかなる理由であっても、研修の振替はできません。 

 

９ 研修の変更及び中止 

 ・警報等が発令されている場合においても、原則として、下記の場合を除き研修を実施します。 

  ⅰ）研修当日の午前７時 00 分時点で、たつの市において、特別警報（波浪・高潮特別警報を除

く）が発令されている場合 

  ⅱ）天災等不可抗力により、開催が困難と判断した場合 

 ・悪天候等による研修実施の可否や実施方法の変更等については、当センターホームページをご確

認願います。（集合研修からオンライン研修に変更する場合があります） 

※ ただし、やむを得ない状況により、掲載できない場合については、この限りではありません。 

※ 警報等が発令中に研修が行われる場合、個人の判断・責任により、十分ご留意の上、ご参加 

願います。 
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10 修了証 

 ・研修における修了基準（全プログラム修了、実習報告・レポート等の修了可等）を満たした者に

兵庫県知事名の修了証を交付します。 

 ・修了証には「受講申込書」に記載している氏名・生年月日を印字します。「受講申込書」の氏名及

び生年月日は間違いのないように正確にご記入願います。 

 ・研修交流センターは修了者を把握・管理する目的で、氏名・生年月日・事業所名・事業所住所を

修了者名簿に記載し、兵庫県保健医療部健康増進課へ通知します。  

・以下の場合、修了を取消もしくは修了証を交付できないことがあります。該当する場合、兵庫県

保健医療部健康増進課、推薦市町及び申込責任者（所属長等）へ通知します。 

  ⅰ）「受講申込書」の記載内容に虚偽があった場合 

  ⅱ）「実施要項」及び「本留意事項」の記載内容に違反または逸脱した場合 

  ⅲ）欠席、遅刻、早退、離席等があった場合（研修交流センターが認めた者は除く） 

  ⅳ）実習提出物等の期限が守られない、研修態度が好ましくない場合 

  ⅴ）その他、研修の目的が達成していないと判断された場合 

 

11 研修中止による受講料の返金 

 ・研修初日を含む全日程が中止となった場合、受講料を返金します。（返金にかかる振込手数料は差

引かせていただきます） 

 ・受講方法の変更や代替対応による実施、研修開催後にプログラム途中で研修中止となった場合、

この限りではありません。 

 

12 個人情報の取り扱い 

 ・お預かりした個人情報は以下の目的に利用いたします。 

受講決定の可否通知、修了証の発行、修了者名簿の登載、研修時における作成物・報告書等の

資料、受講者名簿、研修時の掲載名簿、名札の作成、研修サービス業務、研修・セミナー等の

ご案内の送付、その他研修交流センターが必要と判断したもの 

 ・お預かりした個人情報は必要に応じて、第三者への提供を行う場合があります。 

受講者が勤務する施設の申込責任者や法人の代表、勤務する施設のある市町担当課、県、研修

講師等、同研修受講者等（研修内容で作成物・報告書等を共有する場合があります） 

 ・その他、個人情報を配慮した上で研修時における作成物や研修風景等を撮影する場合があります。

また、研修時の様子を事業紹介等で使用することがあります。 

 

13 知的財産権及び使用権 

 ・申込責任者もしくは申込者は、以下の規定を遵守するものとします。 

  ⅰ）研修に使用される研修教材の知的財産権は知的財産所有者である研修交流センターに帰属し

ます。 

  ⅱ）研修交流センターに許可なく、研修教材等の複製、一般書籍を含む印刷物への転用、発表又

は出版等、知的財産権の侵害となる一切の行為を禁止します。 

  ⅲ）研修設備等の撮影及び研修内容の撮影や録音を禁止します。（演習の成果物等、許可がある場

合は可） 

 ・研修資料、教材等の使用権を申込責任者もしくは申込者に与えるものではありません。 
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14 情報漏洩防止 

 ・講義の録画・録音や研修会場の撮影はお断りしています。ただし、許可がある場合を除きます。 

 ・研修内容を公開するようなソーシャルメディア等への投稿は固くお断りします。 

 

15 研修受講中の事故等についての対応 

 ・受講者の不注意による事故と判断された場合は、原則として自己責任とします。 

 ・不慮の事故等の場合は、双方の話合いにより解決に努めます。 

 

16 苦情相談窓口 

  社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 西播磨総合リハビリテーションセンター 

  総務部地域支援・研修交流課 

   TEL 0791-58-1050（代表） 

 

 

 

【問合せ及び申込先】 

 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 西播磨総合リハビリテーションセンター 

 総務部地域支援・研修交流課（認知症介護実践研修担当） 

  〒679-5165 たつの市新宮町光都１丁目７番１号 

  TEL 0791-58-1050  FAX 0791-58-1070 

  メール hrn_complaza@hwc.or.jp 

  ホームページ https://www.hwc.or.jp/nishiharima/seminar_exchange/seminar/ 

   ※ 電話でのお問合せは、祝日を除く平日 9：00～17：00とします。 

   ※ 担当者が不在の場合、すぐに回答できない場合があります。 
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